
2023年度 さいたま市バスケットボール協会 総 会 

日時 2023年 4月 2日（日）13:30~ 

会場 プラザウエスト視聴覚室 

 

総 会 次 第 

司会：海老原副会長 

１ 開 会 松尾理事長 

２ 挨 拶 岩崎会長 

       北川参与 

３ 議 事 議長：会長（協会規約第１１条に基づく） 

  議案第１号 2022年度事業報告について   総務 

  議案第２号 2022年度決算案について   会計 

報告第１号 監査報告     監事 

  議案第３号 2023年度役員改選（案）について  理事長 

  議案第４号 2023年度事業計画（案）について  総務 

  議案第５号 2023年度予算（案）について   会計 

４ 閉会 

 

（休憩） 

 

※引き続き、春季大会代表者会議 

 感染防止対策を中心にした新大会要項の説明・質疑応答 

 

添付資料： さいたま市バスケットボール協会規約 

  さいたま市バスケットボール協会専門委員会規程 

 

問い合わせ先 

scbba_ml@saitama-basketball.net 

 

さいたま市バスケットボール協会ホームページ  

http://www.saitama-basketball.net/ 

 

mailto:scbba_ml@saitama-basketball.net
http://www.saitama-basketball.net/
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議案第１号 ２０２２年度 さいたま市バスケットボール協会 事業報告 

 

（１）春季大会概要（参加 59チーム） 

 

2022 年度は、２年間の協会活動の休止後、再開初年度となったことから、前年度内に感染防止対策の効果

を実証するテスト大会を実施し、その結果を踏まえた感染防止対策実証事業として春季大会を開催した。 

原則として、同じ時間帯にアリーナに滞在するチーム数を各コート４チームに限定し、１日の前半と後半で

完全入れ替えとした。 

期間中、濃厚接触者の発生による棄権が相次ぎ、予定した試合を中止するケースが多発し、コートが空いて

しまう事態も発生した。 

したがって、各チーム２試合の対戦を前提として参加 59チームによる全 59試合を予定したが、春季大会は

54試合の開催にとどまった。 

 

開催日 会場 コート 試合数 選手人数 

20220501 サイデン化学アリーナ A ５ 100 

B ５ 91 

20220508 サイデン化学アリーナ A 3 47 

B 2 32 

20220515 駒場体育館 A 4 63 

B 5 83 

20220522 大宮体育館 A 3 57 

B 0 0 

20220529 駒場体育館 A 3 56 

B 0 0 

20220612 大宮体育館 A 4 82 

B 0 0 

20220703 駒場体育館 A 4 71 

B 0 0 

20220703 大宮体育館 A 4 74 

B 4 68 

20220717 大宮体育館 A 4 67 

B 4 62 

 合計  54 953 
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（２）秋季大会（市民大会）概要（参加 53チーム） 

 秋季大会では、春季に設定した感染対策を若干緩和し、無観客開催だったものを、有観客すなわち観客席

の開放を試みたが、大きな混乱はなかった。 

 この大会では、最終的にチャンピオンを決める試みとして、各予選ブロックの勝ち上がりチームによる決

勝トーナメントを実施した。そのため、大会の最終盤での試合数が限られることとなった。 

 また、秋の大会参加を見合わせるチームも続出し、濃厚接触者の発生により棄権もあって、参加 53チーム

で試合数は 46試合にとどまった。 

 

開催日 会場 コート 試合数 選手人数 

20221009 大宮体育館 A 2 35 

B 4 70 

20221016 大宮体育館 A 4 93 

B 4 74 

20221023 駒場体育館 A 4 86 

B 0 0 

20221030 サイデン化学アリーナ A 3 45 

B 2 34 

20221106 サイデン化学アリーナ A 2 33 

B 2 38 

20221113 岩槻体育館 A 2 29 

B 4 73 

20221120 岩槻体育館 A 2 31 

B 4 67 

20221123 大宮体育館 A 1 16 

B 4 67 

20221127 大宮体育館 A 1 18 

B 4 65 

20221204 サイデン化学アリーナ A 2 18 

B 4 57 

20221218 大宮体育館 A 2 35 

B 0 0 

 合計  46 826 

 

（３）第１９回バスケットボールフェスティバル（20230319＠サイデン化学アリーナ） 

20230319 サイデン化学アリーナ A 8チーム 4試合 

B 6チーム 6試合 

 

 清水さいたま市長のご臨席のもと開会式を行い、交流試合を開催した。 

一般男子・一般女子それぞれ４チーム（秋季大会のベスト４を中心に選抜）、シニア男子・シニア女子それ

ぞれ３チーム（石巻市石巻クラブを招待）により、休止していたフェスティバルを本格的に復活させるため

の実証イベントとした。 
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（４）所見および実証内容の検証 

 まず、２時間サイクルのトスアップとし、完全入れ替え制をもとにした試合時間配分は、さいたま市ルー

ルの試合時間に比して間が開きすぎて、コートが稼働していない時間が目立った。 

 試合中の選手交代時の手指の消毒を各チームの自主管理としたが、これに対するストレスを感じている様

子も散見された。 

 今大会は、以下のような運営手順にしたがったが、埼玉県の蔓延防止等重点措置との比較によっても今回

の手順の妥当性を確認することができた。所期の基本手順は、大会途中でも以下の右覧のように改善した。 

区分 基本手順 改善実施事項 

検温・入退場

管理 

チーム関係者「全員」の集合の確認、チーム

代表者の管理のもとでの「入場者全員」の当

日の検温実施、これを入場許可条件とし、そ

れ以降の個人の行動は規制される 

検温待機ののち、２ラインでの検温、

必要書類のとりまとめを各チームによ

る自己管理とした 

（想定４チーム６０人） 

上記以降はアリーナ内のバブル方式とするの

で、遅参者の入場は認められない 

受付時に申告すれば遅参を許すことと

し、スコアシートへの選手登録者は、

遅参しても入場時に手指の消毒をすれ

ば試合に出場できることとした 

チーム関係者の２週間分の検温結果を提出す

るにあたり、登録名簿の様式に個人情報を伏

せた検温記録書式を追加する必要がある 

JBA（県）、東京都の方式を参考に制定

した健康チェックシートを提出すれ

ば、当日の検温記録提出は不要とした 

※濃厚接触者の発生時に、健康チェッ

クシートを活用した 

検温結果は個人ごとに提出する（JBA方式） 

役員の２週間分の検温結果も保管する 

退場者はチーム代表者の管理のもとで記録を

残して退場する 

当日のチーム代表者の確認のもと、再

入場を可能にした 

原則として退場後の再入場はできない 

消毒 出入口には常設する 受付時に用いた消毒液は、試合中の消

毒に転用した 

各チームで除菌シートを持参する 不要とした 

選手交代時にコートに入るときの手指の消毒

を徹底する（どこで？だれが？審判？TO？） 

各チームに責任者を定め、試合中の消

毒は自主管理とした 

１コート当たり４チーム（試合当事者、オフ

ィシャル）とし、これを完全入れ替えとする 

 

人数制限等 観客席の立ち入り禁止・家族同伴の禁止 選手・関係者以外の同伴者も健康チェ

ックシートを提出すれば、観覧席の使

用を可能にした 

コート内は試合当事者、審判、モッパーのみ

が立ち入ることができる 

 

試合間のインターバルを 30分とする  

区分 基本手順 改善実施事項 

審判・TO・モ

ップ 

会場で用意されている電子ホイッスルを用い

るか、飛沫防止措置のとられたホイッスルを

用いる 

電子ホイッスルを中止し、ホイッスル

の飛沫防止装備品を本部席にて販売し

た（チームで２組の装備を義務付け） 
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審判用のビブスの貸し出しはしない 審判着の用意の遵守（各チーム２着） 

役割分担、受益者負担の原則を徹底する 感染対策の実証記録の義務付け 

TOはマスクとフェースガードを装着する フェースガードは中止した 

不測の事態に備えて、単独オフィシャルので

きる陣容（帯同審判 2名、TO4名、モップ 2

名）で試合に臨む 

最低８名・審判着は各チーム２着が必

要であるが、要検討とする 

 

補足：埼玉県の蔓延防止等重点措置との対応 

当協会の事業運営計画は、標記重点措置にも耐えられるように配慮した。 

蔓延防止等重点措置の要点 左記に対応する当協会の事業における基本方針 

入場者が密にならないような整

理誘導 

１コート当たり最大４チームのみの入場に限定し、４チームごと

に完全入れ替え制としたうえで、無観客として観覧席への立ち入

りを禁止する（立ち入り禁止の表示）→変更予定 

発熱等有症状者の入場禁止 当日からさかのぼって２週間の検温結果と健康状態の報告を義務

付け、当日の検温によって入場を制限する→変更予定 

手指の消毒設備の設置および運

用の徹底 

 

参加チームは必ず除菌措置を持参することとしたうえで、会場に

おいては、受付、出入口、TO席には手指の消毒設備を設ける 

→変更予定 

TOの負担軽減のため、選手交代時の手指の消毒は各チームの自主

管理とした→変更予定 

事業所（体育館）の消毒 体育館の方針に従い、試合前後に参加者により使用する座席・什

器・備品・コートを消毒することとする→変更予定 

入場者（大会参加者）へのマス

クの着用等の徹底 

参加者は、コート上でプレーする選手以外はマスク着用とする 

→変更予定 

審判もマスク着用のもと電子ホイッスルを用いるか、飛沫防止措

置のとられたホイッスルを用いることとする 

マスクの着用等に正当な理由な

く応じない者の入場禁止（既に

入場している者への退場を含

む） 

このとおり実施するほか、汗まみれの素足等でフロアや備品を著

しく汚染した者は、試合を中断し、消毒を実施して試合を再開す

ることとし、違反者を退場させたうえで、チーム代表者には試合

の遅延による損害を賠償させる→マスク着用は任意となったの

で、素足問題を別の問題として扱う 

換気の徹底 出入口、バックヤードの扉等を開放し、体育館内の通風を保った 

会話等の飛沫による感染の防止

に効果のある措置（アクリル板

等の設置又は座席の間隔の確

保） 

選手席を千鳥配置とし、選手席ではマスク着用のうえ声出しを禁

止する（養生シートも２列とする→１列で千鳥配置に変更予定） 

TO席を通常の２倍の幅とし、マスクおよびフェースガード着用の

担当者４人それぞれの間隔を保つ→フェースガードは中止へ 

以上 



議案第３号　役員改選（案）について

職名 氏名 職名 氏名

永井　孝一 永井　孝一

朝倉　秀明 朝倉　秀明

参与 北川　裕崇 参与 北川　裕崇

会長 岩崎　充晃 会長 岩崎　充晃

海老原　矩子 海老原　矩子

吉田　弘一 吉田　弘一

理事長 松尾　栄一 理事長 松尾　栄一

総務財務委員長 能森　雅己 総務財務委員長 能森　雅己

細田　理人 柴崎　裕美子

池内　しおり 武藤　京子

長谷川　莉彩 細田　理人

田嶋　悦子 池内　しおり

齊藤　賢吾 長谷川　莉彩

鎌田　明菜

競　技　委　員　長 中島　英介 競　技　委　員　長 中島　英介

渋谷　貴志 渋谷　貴志

石井　泰子 石井　泰子

新井　　勉 新井　　勉

奥下　結城 奥下　結城

小澤　清美 吉田　尚宏

関川　幹人

審　判　　委員長 安東　光陽 審　判　　委員長 安東　光陽

平　　智子 平　　智子

小田　千秋 小田　千秋

松木　新 松木　新

阿部　雅文 阿部　雅文

清水　禎子 清水　禎子

山本　亜季子

青木　貴 青木　貴

齋藤　馨 齋藤　馨

大橋　和茂 大橋　和茂

竹内　善一 竹内　善一

岡橋　綾子 岡橋　綾子

大戸　隆利 大戸　隆利

新井　ひろ子 新井　ひろ子

2023-24年度役員一覧（案）　（任期：2年） 2021年度改選なし、2022年度役員一覧　（任期：１年）

2023/4/2現在 2022/4/17現在

顧問 顧問

副会長 副会長

副理事長 副理事長

総務財務委員 総務財務委員

幹事 幹事

監事 監事

競　技　委　員 競　技　委　員

審　判　委　員 審　判　委　員

ミニバス ミニバス
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一般　・　シニア　の部

男子① 男子② 女子 男子① 男子② 女子

4 日 理事会

4 2 日 総会・組合せ会議 15 16 14 12 11 6 74 maxの目安＝72

4 23 日 審判講習会 ○ ○ ○ ○ ○ ○  大宮体育館１

5 14 日 春季大会１　 6 6 12  駒場体育館１

5 21 日 春季大会２ 6 6 12  大宮体育館２

5 28 日 春季大会３ 6 2 8  駒場体育館２

6 11 日 春季大会４ 4 2 6  大宮体育館３

6 18 日 春季大会５ 4 2 6  駒場体育館３

6 25 日 春季大会６ 4 4 8  駒場体育館４

7 2 日 春季大会７ 4 4 8  駒場体育館５

7 9 日 春季大会８ 4 4 8  大宮体育館４

7 17 祝 春季大会９ 2 2 2 6  大宮体育館５

74 14 16 14 12 12 6 74

8 27 日 組合せ会議 15 16 14 12 11 6 74

9 10 日 秋季大会１ 4 4 2 10  駒場体育館１

9 24 日 秋季大会２ 4 4 8  駒場体育館２

10 8 日 秋季大会３ 4 4 8  大宮体育館１

10 14 土 秋季大会４ 4 4 8  大宮体育館２

10 22 日 秋季大会５ 4 4 8  大宮体育館３

11 5 日 秋季大会６ 4 4 2 10 サイデン化学アリーナさいたま１

11 19 日 秋季大会７ 4 4 2 10 サイデン化学アリーナさいたま２

11 26 日 秋季大会８ 4 2 6  大宮体育館４

12 10 日 秋季大会９ 2 2 2 6  駒場体育館３

74 14 16 14 12 12 6 74

3 10 日 フェスティバル サイデン化学アリーナさいたま３

日

議案第４号　令和５年度 さいたま市バスケットボール協会　事業計画（案）

春季大会　ブロンコスカップ

市　民　大　会 ９日間　９会場　　X試合／ブロック・決勝トーナメント方式

９日間　９会場　７３試合／交流戦／審判講習会１

一般部門 シニア部門
会　　場

AM・PM　標準２G／コート

月

（注）組み合わせは計画中につき、試合予定は暫定的のもの。その後の案内に注意すること

AM・PM　標準２G／コート

内　 　容曜日
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さいたま市バスケットボール協会規約

(名称及び事務所) 
第 1 条  本協会は、さいたま市バスケットボール協会 (Saitama City Basketball 

Association.略称 S.C.B.B.A)と称し、事務所を会長指定の場所におく。 
(目的) 

第 2 条  本協会は､バスケットボールの普及発展と技術の向上を図ると共に、会員相互

の親睦を深め、明るい社会の建設に寄与することを目的とする。

(組織) 
第 3 条 本協会は、さいたま市内の在住・在学・在勤者で組織され、本協会に加盟した

チームで構成する。

(事業)
第 4 条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 大会の開催

(2) 審判講習会ならびに技術講習会

(3) その他目的達成に必要な事項

(専門委員会の設置)
第 5 条 本協会は、前条の事業を円滑に遂行するために専門委員会をおくことができる。 

(役員) 
第 6 条 本協会に次の役員をおく。 

(1) 会    長     1 名

(2) 副 会 長     3 名以内

(3) 理 事 長     1 名

(4) 副理事長 若干名

(5) 常任理事 若干名  

(6) 理 事     30 名以内

(7) 幹  事 3 名以内

(8) 監    事     2 名 
(役員の選出) 

第 7 条 会長・副会長は理事の互選により選出し､総会において承認を得るものとする。 
2 理事長ならびに副理事長は、理事の互選による。

3 常任理事は、各専門委員会の委員長と理事の互選による。 

4 理事は、加盟チームの代表者の中から若干名及び学識経験者若干名をもって充てる。 
5 幹事は、会長が委嘱する。

6 監事は理事会で推薦し、会長が委嘱する。

(役員の任務) 
第 8 条 会長は､本協会を代表し会務を総理する。 
2 副会長は、会長を補佐し､会長事故あるときは､その職務を代行する。

3 理事長は、本協会の業務を処理する。



4 副理事長は、理事長を補佐し､理事長事故あるときは､その職務を代行する。 
5 幹事は、本協会の庶務及び経理を処理する。 
6 監事は、会計を監査する。 

(役員の任期) 
第 9 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
2 欠員により就任した役員の任期は､前任者の残任期間とする。 

(顧問等) 
第 10 条 会長は、理事会に諮って名誉会長、顧問及び参与をおくことができる。 

(会議) 
第 11 条 本協会の会議は、総会､常任理事会、理事会とする。 
2 総会は、毎年 1 回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事の三分の

一以上の要請があったときは臨時にこれを開催することができる。 
3 総会は、次の事項を行う。 

(1) 役員の承認 
(2) 事業報告及び決算の承認 
(3) 事業計画及び予算の承認 
(4) 規約の改廃 
(5) その他重要な事項 

4  常任理事会は、必要に応じ開催する。 
5 理事会は､会の運営ならびに重要事項について審議し処理する。 
6 会議は、会長が招集し議長となる。 

(議決) 
第 12 条 本協会の議決は、全て出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議

長がこれを決める。 
(経費) 

第 13 条 本協会の経費は、加盟料・大会参加料・助成金・その他の収入をもって充て

る。 
(加盟料及び大会参加料) 

第 14 条 加盟料及び大会参加料については、別にこれを定める。 
(会計年度) 

第 15 条 本協会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わる。 
(雑則) 

第 16 条 本協会の運営に関し､必要な細則は理事会で定める。 
(事務局) 

第 17 条 本協会の事務を処理するため事務局員を置くことが出来る。 
(附則) 

1 この規約は、平成 13 年 12 月 15 日より施行する。 
(経過措置)   

2  この規約の施行の前日までに、合併前の各連盟規約の規定によりなされた措置は､

この規約の相当規定によりなされたものとみなす。 



さいたま市バスケットボール協会専門委員会規程 
 

 

第 1 条 この規定は、さいたま市バスケットボール協会規約第 5 条により、専

門委員会の組織及び運営について定める。 

第 2 条 専門委員会は、さいたま市バスケットボール協会規約第 4 条に掲げる

事業を遂行するため４部門とする。 

(1) 総務財務委員会 

(2) 競技委員会 

(3) 審判委員会 

(4) ミニバスケットボール委員会 

第 3 条 各専門委員会の所掌する業務は、概ね次の内容とする。 

(1) 総務財務委員会 

イ、諸行事の企画･立案 

ロ、各委員会との連絡調整 

ハ、各種表彰等の選考案の作成 

ニ、広報･普及に関すること 

ホ、会費及びその他の収入の徴収と管理 

ヘ、寄付金品の受け入れと管理･運用 

ト、諸帳簿類等の記入と管理 

チ、各委員会に属さない事項の検討 

リ、その他、目的達成のために必要な事項 

(2) 競技委員会 

イ、各種大会及びスポーツ事業の計画と実施 

ロ、体育スポーツ指導者の養成と資質の向上 

ハ、各種講習会等の計画と実施 

ニ、その他、目的達成のために必要な事項 

 



  

(3) 審判委員会 

イ、各種大会の審判と審判技術の向上に関すること 

ロ、テーブル・オフィシャルの指導と育成 

ハ、審判講習会・研修会の企画運営 

ニ、備品の管理と保管 

ホ、その他、目的達成のために必要な事項 

 (4) ミニバスケットボール委員会 

   イ、ミニバスケッボールに関すること 

   ロ、リーダーに関すること 

   ハ、その他、目的達成のために必要な事項 

第 4 条 各専門委員会の委員は、評議員・理事及び学識経験者より選出し会長

が委嘱する。 

第 5 条 各専門委員会は、次の役員をもって構成する。 

(1) 委員長   1 名 

(2) 副委員長  2 名 

2. 委員長及び副委員長は委員の互選により選出し、会長が委嘱する。 

第 6 条 各委員会の会議記録は、常に良好に整理し会長の求めにより提出する

ものとする。 

第 7 条 この委員の任期及び解任は、本協会規約第 9 条に準ずる。 

第 8 条 この規定は、理事会の議決をもって変更することができる。 

第 9 条 本委員会に特別委員会を設置することができる。 

 

附則 

1. この規定は、平成１４年３月５日より施行する。 

2. この規定は、平成 1５年４月５日改正施行する。 



 

 

 

 

２０２３年度 春季大会 代表者会議資料一式 

 

 

一般部門競技要綱 

シニア部門競技要綱 

感染防止対策事業としての大会運営要項および協力願い（２０２３年度） 

体育館の駐車場の利用上の注意（大宮・駒場） 

２０２３年度 審判委員会からの連絡事項 

 

 

 

 

２０２３年４月２日 

 

さいたま市バスケットボール協会 



　2023年 4月 2日 

さいたま市バスケットボール協会

A ）競技規則および試合の方法

　　　感染防止のために、以下のように競技規則を定める。

1）さいたま市バスケットボール協会に登録し、感染防止対策を理解する選手のみが大会に出場できる。
※

※ すべてのチーム参加者は、当日の検温結果が正常であることを確認し、手指の消毒ののちアリーナに入場する。

なお、上記参加者には、試合には出ないスタッフや、チームが委託した登録者以外の帯同審判を含む。

※
※

２）試合時間は､ 10 分 - 2 分 - 10 分 - 10 分 (ハーフタイム ) - 10 分 - 2 分 - 10 分 の 4 Q とする。

※

※ 試合間の時間は、所定の時間と次に示す時間の短いほうとする。
ａ）

ｂ） トスアップの時間間隔を２時間とする。（この項、削除）

３）延長戦は､ 行わない（勝ち上がりを決める必要がある場合は、抽選とする）
４）さいたま方式

①

②

③ トーナメント方式の場合、原則として決勝戦のみ、日本バスケットボール協会 競技規則による。

５）その他の競技規則は､日本バスケットボール協会 競技規則による。

６）対戦組み合わせの基本形※
※

※ ただし、日程の都合上、この原則を変更することがある。

B）ユニフォーム・ベンチ 及び スコアシート

1）ユニフォーム

① 各チームは 淡色 (白色)､ 濃色 (白色以外) の 2種類のユニフォームを用いる。

② ユニフォームの色と形は､チームで統一する。

③ 番号は  一連の番号を用いる。( 欠番があってもよい )

★④ 身につけている装飾品は､必ず外し、シャツはパンツのなかに収める。その他は､審判の指示に従う。
⑤ 番号の若いチームが､原則として 淡色のユニフォームを着用する。

ただし､必要があれば､当該チーム同士で話し合って決めることができる。

★⑥ Tシャツは原則として着用してはならないが、寒冷期の暖房が効かない環境においてはこの限りではない。

ただし、Ｔシャツ着用の場合は、シャツの主たる色か黒色か白色のものとし、同じチーム内では色を統一する。

⑦

⑧

⑨

⑩ 怪我の（再発）防止のための十分に表面を保護したサポーターは、ユニフォームと同色でなくてもよい。

2）ベンチ

① ベンチには､スタッフ 4名・メンバー表に記載された選手 15名  計 19 名まで入ることが出来る。
② 組合せ番号の若いチームのベンチは､オフィシャル席に向って右側とする。

★③

★④ 衝突等の事故防止のため、ベンチ内でのビデオ撮影等は禁止する（スマホ操作を含む）。

★⑤ ベンチ入りメンバー、怪我の手当てや介護等をするスタッフ以外はベンチの背後に立ち入ってはならない。

3）スコアシートの先行記入

★① 出場選手名のスコアシート記入は、前試合のハーフタイム時までに必ず記入する。（ コーチ名も必ず記入する）
② 第一試合のチームは､試合開始 10 分前までに必ずスコアシートに記入する。

C）審判 及び ＴO等オフィシャル担当チームの役割

0）オフィシャル担当チーム（ＴＯ担当・得点板担当）は、別紙のマニュアルにしたがって、円滑な競技の進行に努める。

1）審判

① 原則として、すべての試合を帯同審判制とする。
②

★③ 帯同審判員は、飛沫防止カバーを装着したホイッスルを用いる。（審判用のマスクを着用してもよい）

④ 原則として帯同審判員は、オフィシャルを担当する両チームが協力し合って行う。

★⑤

ベンチ内ではマスクの着用は任意であるが、マスクを着用しない場合、濃厚接触とならないように、ひとり分の間隔
を開けて着席する。（ベンチの椅子の配置は別途定める）

主審は試合開始前にスコアシートの記載すべき事項を確認し、試合終了後は速やかにスコアシートを仕上げ、本部席
にスコアシートを提出し副審とともに役務実施のサインをして承認を得る。

チーム代表者は、チームの当日の参加者全員の「新・健康チェックシート」を本部席に提出する。

試合開始時刻は前の試合終了後２５分とする。ただし、前オフィシャルチームの試合においては、スコア
シートに審判が最終確認のサインをしてから２５分とする。

ファール、フリースロー、オルタネイティングポゼション、タイムアウト 及び 交代時にはゲームクロックを止める
が、それ以外のバイオレーションは、ゲームクロックを止めない。

第 4 ピリオドの最後の 2 分間は、全てのバイオレーションとフィールドゴールが成功した時にはゲームクロックを止
める。

感染防止のため会場に同時に滞在するチーム数を制限し、１コート当たり２試合を１単位とした４チームのブロック
を基本形として、試合出場２チームとオフィシャル２チームの４チームが交互に運営を分担して競技を進行する。

未登録者 及び 二重登録者 は 試合に出場できない。不正出場が発覚した場合には没収試合とし、当該選手・チームお
よび代表者は登録抹消とし、相手チームが勝ち上がる。

感染防止のため、試合の対戦チームおよびオフィシャル等の担当チームのみがアリーナに滞在するものとし、次の試
合に備えたチームはハーフタイムにアップすることができる。

下半身のコンプレッションスリーブは、パンツの主たる色か黒色か白色のものとするが、同じチームのプレーヤーは
同じ色を着用する。

下半身に着用するストッキング様のサポーター等は、大腿部から下肢部までつながっている形状、あるいは胸部・腹
部・臀部・腰部などから下肢部までつながっている形状のものであっても着用できる。

帯同審判員はレフェリーカッターを着用する。パンツは白色以外とし、長いスラックスまたはスウエットパンツを着
用するのが望ましい。

※本要綱は大会期間中にも適宜見直すこととする

（感染対策暫定版）競   技   要   綱　～　一般男子・一般女子の部

試合には、「新・健康チェックシート」の問診で異常のない選手だけが出場できる。

上半身に着用するアームスリーブ、パワーサポーターは、シャツの主たる色か黒色か白色のものとするが、同じチー
ムのプレーヤーは同じ色を着用する。
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2）TO等

★①

D )  その他

1）棄権

① 感染などにより棄権する場合、試合日までの余裕をもって必ず協会（ホームページの問い合わせ先）へ連絡する。

★② ４チーム一組のブロックの基本モデルにおいて、棄権チームがあった場合の対戦形式は次の手順に従う

・棄権チームを除く３チームで３試合（１Q・４Q制）を行い、勝ち点・得失点差を競う（暫定措置）。

・その場合、３チームが単独オフィシャルを持ちまわりで試合を行う。

・棄権がチームメンバーの陽性反応によらない場合、棄権チームはオフィシャルの役割をすべての試合で担う。

※ 事前の連絡なしに試合当日に棄権した場合､ペナルティが課せられる。

2）集合・会場設営・会場撤収・更衣
①

②

③ 「後半の部」の４チームは、会場の後片付けを必ず行い、所定の時間内に退出する。
※ 不参加・遅刻・役割不履行の場合､登録抹消を含むペナルティが課せられる。

④ 更衣室では、密にならないように、各チーム代表者は、１度の更衣人数を制限する。

10:00～ 11:30～ 13:00～ 14:30～
第一試合 第二試合 第三試合 第四試合

リング A1-①② 試合 A1①-② A2③-④ A3⑤-⑥ A4⑦-⑧ リング A4⑦-⑧

TO席 A2の若番③ TO A2の若番③ A1の若番① A4の若番⑦ A3の若番⑤ TO席 A3の若番⑤

選手席ほか A2の後番④ モップ A2の後番④ A1の後番② A4の後番⑧ A3の後番⑥ 選手席ほか A3の後番⑥

10:00～ 11:30～ 13:00～ 14:30～ 16:00～

第一試合 第二試合 第三試合 第四試合 第五試合

リング A1①② 試合 A1①-② A2③-④ A3⑤-⑥ A4⑦-⑧ A5⑨-⑩ リング A5⑨-⑩

TO席 A3の若番⑤ TO A3の若番⑤ A1の若番① A2の若番③ A5の若番⑨ A4の若番⑦ TO席 A4の若番⑦

選手席ほか A3の後番⑥ モップ A3の後番⑥ A1の後番② A2の後番④ A5の後番⑩ A4の後番⑧ 選手席ほか A4の後番⑧

10:00～ 11:00～ 12:00～ 14:30～ 16:00～

第一試合 第二試合 第三試合 第四試合 第五試合

リング A1①② 試合 A1①-② A2①-③ A3③-② A4⑤-⑥ A5⑦-⑧ リング A5⑦-⑧

TO席 TO A5の若番⑦ A4の若番⑤ TO席 A4の若番⑤

選手席ほか モップ A5の後番⑧ A4の後番⑥ 選手席ほか A4の後番⑥

10:00～ 11:00～ 12:00～ 14:30～ 16:00～

第一試合 第二試合 第三試合 第四試合 第五試合

リング A1①② 試合 A1①-② A2①-③ A3③-② A4⑤-⑥ A5⑦-⑧ リング A5⑦-⑧

TO席 ③ TO ③ ② ① A5の若番⑦ A4の若番⑤ TO席 A4の若番⑤

選手席ほか ④ モップ A5の後番⑧ A4の後番⑥ 選手席ほか A4の後番⑥

オフィシャル担当チームは、協会が割り当てた分担表に従う。TOは試合の記録を残し、この記録書を次のTOに確実
に引き継ぐ。

基本形
２

時間配分
9:00～ 17:30～
会場設営 会場撤収

１日５試合の場合の
１コート当たりの基本分担

基本形の「前半の部」の４チームないし６チームは、所定の時刻（９：００）に集合し自主管理で受付をしたのち、
役割り分担表に従って第一試合開始予定時間に試合が開始出来るように、速やかにコートの準備をする。

オプション
１

会場撤収

17:30～

16:00～

基本形の「後半の部」の４チームは、所定の時刻に自主管理で受付をしたのち、アップ開始の時刻まで待機する。

基本形
１

３）時間割の基本モデル

午前の部で１チーム④の
感染によらない棄権が
あった場合の基本分担 ④（審判３試合）

9:00～

9:00～

単独②

時間配分
会場撤収

Ｔシャツの着用は原則としてＮＧ
ただし、寒冷期の暖房の効かない環境では

この限りではない

シャツの主たる色と違う色のアームスリーブはＮＧ
ただし、黒色・白色はＯＫ

会場撤収

基本形の１の午前の部で
１チーム④の感染による
棄権があった場合の分担 単独③

会場設営

単独①単独③

9:00～

オプション
２

怪我の再発防止のためのサポーターは
色を問わない（肩、肘、膝）

下肢部から大腿部に連続したタイツはＯＫ
色も黒色・白色はＯＫ

ＯＫ ＯＫ

会場設営

付録．ユニフォーム以外の身に付けるものの取り扱い

原則
として
ＮＧ

ＯＫ ＮＧ

・棄権がチームメンバーの陽性反応による場合、濃厚接触者のいる可能性があるので、棄権チームは会場に来場して
はならない。

17:30～

１日４試合の場合の
１コート当たりの基本分担

会場設営
時間配分

時間配分

cvc

cvcvc

cvc

cv cv cvc

cvc
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   さいたま市バスケットボール協会

A）競技規則および試合の方法

　　　感染防止のために、以下のように競技規則を定める。
１）

※ 当該年度中に、満40歳以上。未登録者 及び 二重登録者 は 試合出場禁止。

※ 組み合わせによって、チーム単独で審判２名、ＴＯ、得点板を担当することがある。
※

※ すべてのチーム参加者は、当日の検温結果が正常であることを確認し、手指の消毒ののちアリーナに入場する。

なお、上記参加者には、試合には出ないスタッフや、チームが委託した登録者以外の帯同審判を含む。

※ 試合には、「新・健康チェックシート」の問診で異常のない選手だけが出場できる。

２） 試合時間は､ 8 分 - 1 分 - 8 分 - 10分 ( ハーフタイム ) - 8 分 - 1 分 - 8 分 の 4 Q とする。

※

３） 試合間の時間は､ 次のうち短いほうとする。

ａ）

ｂ） トスアップの時間間隔を１時間とする。

４） 延長戦は､ 行わない（勝ち上がりを決める必要がある場合は、抽選とする）

５） さいたま方式

① タイムアウトは、前後半で各２回。
②

③

６） その他の競技規則は､日本バスケットボール協会 競技規則による。

Ｂ）ユニフォーム･ベンチ 及び スコアシート

１） ユニフォーム

① 各チームは 淡色 (白色)､ 濃色 (白色以外) の 2種類のユニフォームを用いる。

② ユニフォームの色と形は､チームで統一する。

③ 番号は  一連の番号を用いる。( 欠番があってもよい )

④ 身につけている装飾品は､必ず外す。その他は､審判の指示に従う。

⑤

⑥ Tシャツ・アンダーガーメントは着用してよい。

２） ベンチ

①

② 組合せ番号の若いチームのベンチはオフィシャル席に向って右側とし、最初のアップは相手ベンチ側とする。

★③

★④

３） スコアシートの先行記入

① 出場選手名のスコアシート記入は、前試合のハーフタイム時までに必ず記入する。（コーチ名も必ず記入する）

② 第一試合のチームは、試合開始 10 分前までに必ずスコアシートに記入する。

C）審判 及び ＴＯ等オフィシャル担当チームの役割

0) オフィシャルは原則として時間割の基本モデルに従う。

１）審判

① 原則として、すべての試合を帯同審判制とする。
②

★③ 帯同審判員は、飛沫防止カバーを装着したホイッスルを用いる。（審判用のマスクを着用してもよい）

④ 原則として帯同審判員は、オフィシャルを担当する両チームが協力し合って行う。

★⑤

２）TO等

①

番号の若いチームが､原則として 淡色のユニフォームを着用する。
ただし、必要があれば、当該チーム同士で話し合って決めることができる。

※本要綱は大会期間中にも適宜見直すこととする

感染防止のため、試合の対戦チームおよびオフィシャル等の担当チームのみがアリーナに滞在するものとし、次の試
合に備えたチームはハーフタイムにアップすることができる。

原則として、試合開始時刻は前の試合終了後２５分とする。ただし、前オフィシャルチームの試合においては、スコ
アシートに審判が最終確認のサインをしてから２５分とする。

ファール、フリースロー、オルタネイティングポゼション、タイムアウト 及び 交代時にはゲームクロックを止める
が、それ以外のバイオレーションは、ゲームクロックを止めない。

ベンチ内ではマスクの着用は任意であるが、マスクを着用しない場合、濃厚接触とならないように、ひとり分の間隔
を開けて着席する。（ベンチの椅子の配置は別途定める）

衝突等の事故防止のため、ベンチ内でのビデオ撮影等は禁止する（スマホ操作を含む）。

ベンチに入る事が出来る人数は、スタッフ4名・メンバー表に記載された選手15名 、計19 名までとする。

帯同審判員はレフェリーカッターを着用する。パンツは白色以外とし、長いスラックスまたはスウエットパンツを着
用するのが望ましい。

主審は試合開始前にスコアシートの記載すべき事項を確認し、試合終了後は速やかにスコアシートを仕上げ、本部席
にスコアシートを提出し副審とともに役務実施のサインをして承認を得る。

オフィシャル担当チームは、協会が割り当てた分担表に従う。TOは試合の記録を残し、この記録書を次のTOに確実
に引き継ぐ。

2023年4月2日

チーム代表者は、チームの当日の参加者全員の「新・健康チェックシート」を本部席に提出する。

（感染対策暫定版）競　技　要　綱　～　シニアの部

原則として、さいたま市バスケットボール協会に選手８名以上でチーム編成して登録し、感染防止対策をじゅうぶん理解する
選手のみが大会に出場できる。( シニア 男・女 )

第 4 ピリオドの最後の 2 分間は､全てのバイオレーションとフィールドゴールが成功した時は､ゲームクロックを止
める。
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Ｄ）その他

1) 棄権

①

★② ４チーム一組のブロックの基本モデルにおいて、棄権チームがあった場合の対戦形式は次の手順に従う

・棄権チームを除く３チームで３試合（１Q・４Q制）を行い、勝ち点・得失点差を競う（暫定措置）。

・その場合、３チームが単独オフィシャルを持ちまわりで試合を行う。

・棄権がチームメンバーの陽性反応によらない場合、棄権チームはオフィシャルの役割をすべての試合で担う。

※ 事前の連絡なしに試合当日に棄権した場合､ペナルティが課せられる。

2) 集合･会場設営・会場撤収・更衣
①

② 「後半の部」の４チームは、所定の時刻に本部席にて点呼・検温を受け、待機する。

③ 「後半の部」の４チームは､会場の後片付けを必ず行う。

※ 不参加・遅刻・役割不履行の場合､登録抹消を含むペナルティが課せられる。

④ 更衣室では、密にならないように、各チーム代表者は、１度の更衣人数を制限する。

３）シニアの時間割の基本モデル

10:00～ 11:10～ 13:00～ 14:10～

第一試合 第二試合 第三試合 第四試合

リング A1-①② 試合 A1①-② A2③-④ A3⑤-⑥ A4⑦-⑧ リング A4⑦-⑧

TO席 A2の若番③ TO A2の若番③ A1の若番① A4の若番⑦ A3の若番⑤ TO席 A3の若番⑤

選手席ほか A2の後番④ モップ A2の後番④ A1の後番② A4の後番⑧ A3の後番⑥ 選手席ほか A3の後番⑥

10:00 11:10～ 12:20～ 13:30～ 14:40 15:50～

第一試合 第二試合 第三試合 第四試合 第五試合 第六試合

リング A1-①② 試合 A1①-② A2③-④ A3⑤-⑥ A4⑦-⑧ A5⑨-⑩ A6⑪-⑫ リング A6⑪-⑫

TO席 A2の若番③ TO A2の若番③ A1の若番① A4の若番⑦ A3の若番⑤ A6の若番⑪ A5の若番⑨ TO席 A5の若番⑨

選手席ほか A2の後番④ モップ A2の後番④ A1の後番② A4の後番⑧ A3の後番⑥ A6の後番⑫ A5の後番⑩ 選手席ほか A5の後番⑩

10:00 11:10～ 12:20～ 13:30～ 14:40 15:50～

第一試合 第二試合 第三試合 第四試合 第五試合 第六試合

リング A1-①② 試合 A1①-② A2③-④ A3⑤-⑥ A4⑦-⑧ A5⑨-⑩ A6⑪-⑫ リング A6⑪-⑫

TO席 TO A3の若番⑤ A1の若番① A2の若番③ A6の若番⑪ A4の若番⑦ A5の若番⑨ TO席 A5の若番⑨

選手席ほか モップ A3の後番⑥ A1の後番② A2の後番④ A6の後番⑫ A4の後番⑧ A5の後番⑩ 選手席ほか A5の後番⑩

9:00～ 17：00～
会場設営 会場撤収

9:00～ 15：30～

全チーム

9:00～ 17：00～
会場設営 会場撤収

１日６試合の場合の
１コート当たりの
基本分担（１）

時間配分

１日６試合の場合の
１コート当たりの
基本分担（２）

「前半の部」の４チームは、所定の時刻に集合し点呼・検温したのち、役割り分担表に従って第一試合開
始予定時間に試合が開始出来るように、 速やかにコートの準備をする。

時間配分

１日４試合の場合の
１コート当たりの

基本分担

時間配分

会場設営 会場撤収

感染などにより棄権する場合、試合日までの余裕をもって必ず協会（ホームページの問い合わせ先）へ連絡する。

・棄権がチームメンバーの陽性反応による場合、濃厚接触者のいる可能性があるので、棄権チームは会場に来場して
はならない。
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2023年度総会資料～各体育館の駐車場 

◆大宮体育館 

 

◆駒場体育館 

 



2023 年度 審判委員会連絡事項 

[チーム帯同審判について] 

さいたま市大会の試合を吹くチーム帯同審判について、下記条件のいずれかを満たす 

審判員を各チームで手配してください。 

 

・さいたま市審判講習会受講者 

 -講習会受講時にチーム名と氏名を控えます。 

 -講習会に参加できなかったチームへの救済措置を設けます。 

 

・JBA 審判資格保持者 

 -基本的に、チームに所属しているメンバーである必要があります。 

 -チーム所属メンバーでない場合、資格を確認させて頂くことがあります。 

 

※ 上記条件を満たす帯同審判員が不在の場合、および、帯同審判員が試合中に審判の役割

を果たしていないことを確認した場合、協会内にて協議し処罰を適用する。 

[審判講習会の開催について] 

・実施日：4/23(日)午前・午後 

 

・チームで複数人数の参加可能とします。 

 

・複数チーム(一般とシニア)に所属している場合、氏名を控える際に両方のチームを 

連絡ください。 

 

・審判講習会に参加できない場合の救済措置 

 事前に審判委員会に連絡頂き、さいたま市大会にて審判委員と一緒に試合を吹いた場合、 

審判講習会参加と見なします。 

(試合終了後、チーム名と氏名を控えさせて頂きます。) 

 

※ JBA 審判資格保持者がチーム帯同審判の場合、審判講習会の参加は任意とします。 

[TO について] 

TO 席にスコアシート記入例を用意しますので、スコアラーの方は参考にしてください。 

記入例で不明点などあれば、審判委員会にお声掛けください。 
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